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（証券コード 6630）
平成27年７月９日

株 主 各 位
東京都江東区古石場一丁目４番４号
ヤ ー マ ン 株 式 会 社
代表取締役社長 山 﨑 貴三代

第41回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、書面により議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、平成27年７月23日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送いただき
たくお願い申しあげます。

敬 具
記

　

１．日 時 平成27年７月24日（金曜日） 午前10時
２．場 所 東京都江東区東陽六丁目３番３号

ホテルイースト21東京 イースト21ホール
（末尾の会場案内図をご参照ください）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第41期（平成26年５月１日から平成27年４月30日まで）事業報告、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

２．第41期（平成26年５月１日から平成27年４月30日まで）計算書類
の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（http://www.ya-man.com/ir/）に掲載させていただきま
す。
◎当日は節電対策として会場の冷房の温度調整を行うため、軽装（クールビズ）にて対応させて
いただきますのでご了承賜りますようお願い申しあげます。株主の皆様におかれましても軽装
にてご出席くださいますようお願い申しあげます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
第41回定時株主総会終了後に、会場横にて当社製商品の展示販売会の開催を予定しております。
いずれも特別価格にてご提供いたしますので、ぜひご来場くださいますようご案内申しあげま
す。
展示販売会場へのご入場につきましては、係の者がご案内申しあげますので、何卒ご了承のほど
お願い申しあげます。
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１．企業集団の現況に関する事項
　

（1）事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府主導の経済政策の効果により緩やかな回復基
調で推移したものの、消費税増税の影響や急激な円安を背景とした生活関連商品の物価上
昇、中東における政情不安などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　このような状況の下、当社グループでは、費用対効果を重視した広告戦略や原価低減のた
めの様々な取り組みを通して、足元の体質強化に努めてまいりました。
　当連結会計年度に入ってからの円安によるダメージは大きかったものの、地道に進めてき
たこれらの施策の成果が徐々に見え始めた結果、当連結会計年度の売上高は13,363,663千
円（前連結会計年度比7.0％減）、営業利益は647,821千円（前連結会計年度比73.6％増）、
経常利益は514,718千円（前連結会計年度比37.6％増）、当期純利益は311,835千円（前連
結会計年度比41.9％増）となりました。
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　次に、各部門の概況についてご報告申しあげます。
　当社グループの美容健康関連事業は、販売チャネルごとに、大きく通販部門、店販部門、
直販部門に区分されます。

　通販部門におきましては、地上波通販会社向け、インターネット専売業者向けは堅調な売
上を計上しましたが、ショッピング専門チャンネル向けが振るわなかったため、売上高は
5,338,088千円（前連結会計年度比9.5％減）、セグメント利益は1,847,737千円（前連結
会計年度比13.1％減）と前連結会計年度に及びませんでした。

　店販部門におきましては、大手家電量販店向け卸売事業において、直接取引形態への移行
が順調に進んで店舗数が拡大してきたことなどにより、売上高は3,496,485千円（前連結会
計年度比29.1％増）、セグメント利益は1,003,419千円（前連結会計年度比32.8％増）と前
連結会計年度を上回りました。

　直販部門におきましては、前連結会計年度に引き続き、インフォマーシャルや各種広告媒
体について、売上に対する効果を重視して支出する方針を継続した結果、売上高は
4,027,476千円（前連結会計年度比23.8％減）、セグメント利益は468,614千円（前連結会
計年度比7.1％減）と前連結会計年度を下回りました。

※ インフォマーシャルとは、インフォメーションとコマーシャルを合わせた造語であり、欧米で登場した
テレビショッピングの手法です。
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（2）資金調達等についての状況
① 資金調達
　当連結会計年度において、銀行借入等の新たな資金調達は行っておりません。
　一方、長期借入金を423,365千円返済いたしました。

② 設備投資
　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は76,369千円であり、その主なものは製
品の製造に係る金型の購入のための投資であります。

（3）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

年度

区分

第38期
H23
H24
年
年
５
４
月
月
１
30
日～
日

第39期
H24
H25
年
年
５
４
月
月
１
30
日～
日

第40期
H25
H26
年
年
５
４
月
月
１
30
日～
日

第41期
（当連結会計年度）
H26
H27
年
年
５
４
月
月
１
30
日～
日

売 上 高（千円） 20,490,890 19,427,657 14,368,659 13,363,663
経 常 利 益（千円） 1,783,069 516,183 374,141 514,718
当 期 純 利 益（千円） 1,035,758 303,331 219,792 311,835
１株当たり当期純利益（円） 177.51 51.99 37.67 53.44
総 資 産 額（千円） 10,833,845 10,761,348 10,321,222 10,295,777
純 資 産 額（千円） 6,524,555 6,645,271 6,631,250 6,738,023
１株当たり純資産額（円） 1,118.22 1,138.92 1,136.51 1,154.81
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② 当社の財産及び損益の状況の推移

年度

区分

第38期
H23
H24
年
年
５
４
月
月
１
30
日～
日

第39期
H24
H25
年
年
５
４
月
月
１
30
日～
日

第40期
H25
H26
年
年
５
４
月
月
１
30
日～
日

第41期
（当事業年度）
H26
H27
年
年
５
４
月
月
１
30
日～
日

売 上 高（千円） 19,975,085 19,089,389 14,160,118 13,308,185
経 常 利 益（千円） 1,722,839 452,132 299,661 518,607
当 期 純 利 益（千円） 1,002,106 266,369 177,063 315,664
１株当たり当期純利益（円） 171.75 45.65 30.35 54.10
総 資 産 額（千円） 10,668,953 10,602,727 10,135,460 10,190,876
純 資 産 額（千円） 6,405,226 6,488,979 6,432,229 6,542,830
１株当たり純資産額（円） 1,097.77 1,112.13 1,102.40 1,121.36
（注） 「１株当たり当期純利益」は期中平均発行済株式数に、「１株当たり純資産額」は期末発行済株式数に

基づいて算定しており、銭未満を四捨五入して表示しております。

事業報告書 2015年06月26日 17時10分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



― 7 ―

（4）対処すべき課題
① 安全・安心な製品・商品の提供
　当社グループが属する美容健康関連業界は、近年のいわゆる「おうちエステ」意識の高
まりを受け、大手から中小企業まで多数のメーカーや取扱業者が参入し、活況を呈してい
る業界であると言えます。
　美容健康関連機器の多くは直接または間接的に身体に接触させる特性を持っていること
から、安全性と安心感のある製品・商品を提供することは、当業界に属する企業の必須課
題であると考えております。
そこで、当社グループは、品質管理の強化を経営上の重要課題として位置づけ、研究開発
段階における安全性の検証や効果・効能の測定等を徹底して実施しております。
　「ヤーマンの製品・商品であれば安全・安心である」、「ヤーマンの製品・商品であれば
満足できる」「ヤーマンの製品・商品ならその金額は妥当だ」という評価が得られるよう
な製品・商品の提供に努めてまいります。

② 広告宣伝活動の効果測定と適正な支出
　当社グループが属する美容健康関連業界においては、好調に比例して競争も激化してき
ており、その中で成長を確実なものにしていくには、継続して一定の広告宣伝活動を行う
ことにより、「ヤーマンブランド」の浸透を図っていくことが重要であると考えておりま
す。
　また、販売チャネルのうち特に直販部門につきましては、インフォマーシャルや新聞・
雑誌などの媒体広告の時期・量・内容等が直接的に売上の増減に影響し、結果として損益
に大きく影響を与えることが想定されます。
　この広告宣伝活動の費用対効果の予測及び実績効果の測定は非常に難しいものですが、
実証分析結果を蓄積して効果予測精度の向上を図り、効率の良い支出を目指してまいりま
す。
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③ リピート戦略の展開
　当社グループが安定的・継続的に売上高及び利益を拡大していくためには、一度ご購入
いただいた製品・商品を継続してご購入いただくリピート販売に加え、美容健康に関連す
る当社の他の製品・商品にも関心を抱いていただき、次の購買に繋げることが非常に重要
であると考えております。
　そのためには、既存顧客の方々への積極的な製品・商品のご紹介を行っていく必要があ
り、直販事業を中心に蓄積されてきている会員顧客の方々に向けて、会報誌やＥメール等
による積極的かつ効果的なアピールを継続的に行ってまいります。
　今後も、「美容健康機器のヤーマン」として品質の高い製品・商品を幅広く取り揃える
とともに、積極的な広告宣伝活動を行い、継続的な成長を維持していく所存です。

（5）主要な事業内容
　当社グループは、主に美容健康関連機器の研究開発、製造、販売及び化粧品・バラエティ
雑貨・アパレル・ファッショングッズ等の企画開発、仕入販売を行っております。

（6）企業集団の主要拠点等
① 企業集団の主要拠点

名 称 所 在 地
本 店 東 京 都 江 東 区
本 社 事 務 所 東 京 都 江 東 区
L A B O W E L L 株 式 会 社 東 京 都 江 東 区

② 企業集団の従業員の状況

区 分 従 業 員 数
通 販 部 門 13名
店 販 部 門 30名
直 販 部 門 12名
そ の 他 8名
全 社 （ 共 通 ） 77名

計 140名
（注） 全社（共通）は、管理本部、開発本部及び生産・物流本部の従業員であります。
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③ 当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度比増減 平均勤続年数 平均年齢
140名 － 6.0年 33.6歳

（7）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容
LABO WELL株式会社 10,000千円 100.0％ 美容健康関連機器、化粧品、アパレル等の販売

（8）主要な借入先及び借入額

借 入 先 借入金残高（千円)
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 196,716
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 142,500
株 式 会 社 り そ な 銀 行 142,452
株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 136,654
株 式 会 社 横 浜 銀 行 136,540
株 式 会 社 千 葉 銀 行 133,340
（注） 事業年度末における残高が１億円以上の借入先を記載しております。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 19,555,552株

（2）発行済株式の総数 5,834,888株（自己株式152株を含む。）

（3）当事業年度末の株主数 11,645名

（4）上位10名の株主の状況

株 主 名 持 株 数（株） 持株比率（％）
山 﨑 行 輝 888,960 15.23
山 﨑 貴 三 代 620,460 10.63
山 﨑 静 子 595,440 10.20
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 583,588 10.00
山 﨑 光 英 245,360 4.20
Ｖ ｉ ｃ ｔ ｏ ｒ ｉ ａ Ｙ ａ ｍ ａ ｚ ａ ｋ ｉ 208,000 3.56
山 﨑 知 美 208,000 3.56
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 163,600 2.80
山 﨑 岩 男 147,360 2.52
松 本 行 雄 107,960 1.85
（注）１．持株比率は、小数第３位以下を切り捨てて表示しております。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況
山 﨑 貴 三 代 代 表 取 締 役 社 長 YA-MAN U.S.A Ltd 代表取締役社長

伊 藤 千 保 美 取 締 役 副 社 長
営 業 本 部 長 ―

山 﨑 岩 男 取 締 役
開 発 本 部 長 ―

髙 橋 満
取 締 役
生産・物流本部長兼
購買・生産管理部長

―

宮 﨑 昌 也 取 締 役
管 理 本 部 長 ―

戸 田 正 太 取 締 役
第二健康機器事業部長 ―

岩 﨑 榮 治 常 勤 監 査 役 ―
山 田 勝 利 監 査 役 弁護士
亀 岡 義 一 監 査 役 公認会計士
（注）１．監査役 岩﨑榮治、山田勝利、亀岡義一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．監査役 岩﨑榮治、山田勝利、亀岡義一は、東京証券取引所の規則に定める独立役員として同取引所
に届け出ております。

３．監査役 亀岡義一は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

４．当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化並びに効率化を図るため、執行役員制度を導
入しております。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項（現会社
法第329条第３項）に定める補欠監査役１名を選任しております。

（2）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額
取 締 役 ６名 200,148千円
監 査 役 ３名 18,240千円

計 ９名 218,388千円
（注） 監査役分は全て社外監査役分であります。

事業報告書 2015年06月26日 17時10分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 12 ―

（3）各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する事項
　該当事項はありません。

（4）その他会社役員に関する重要な事項
　該当事項はありません。

（5）社外役員等に関する事項
① 他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項
　該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員等との重要な兼職に関する事項
　該当事項はありません。

③ 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係
　該当事項はありません。

④ 各社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監 査 役 岩 﨑 榮 治 当事業年度の取締役会及び監査役会のすべてに出席
し、必要に応じ、発言を行っております。

監 査 役 山 田 勝 利
当事業年度の取締役会及び監査役会のすべてに出席
し、弁護士としての専門的見地より、必要に応じ、発
言を行っております。

監 査 役 亀 岡 義 一
当事業年度の取締役会及び監査役会のすべてに出席
し、公認会計士としての専門的見地より、必要に応
じ、発言を行っております。

⑤ 責任限定契約に関する事項
　当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限
度額としております。
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⑥ 社外取締役を置くことが相当でない理由
　当社は、社外取締役の導入を図ることがコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に
資するものと判断し、適任者について慎重に検討してまいりましたが、選任には至ってお
りませんでした。
　今般、新たに社外取締役の適任者を得たため、第41回定時株主総会において選任議案
を上程しております。

５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称
　有限責任 あずさ監査法人

（2）責任限定契約に関する事項
　当社と有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度
額としております。

（3）会計監査人の報酬等の額

区 分 報 酬 等 の 額
① 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項の監査業務の報酬等の額 36,000千円
② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 36,000千円
（注） 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監

査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、合計額を記載しております。

（4）解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査
人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任
に関する議案を株主総会に提案いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
　当社は、会社法第362条第４項第６号並びに会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定めており、本基本方針及び法
令、社内規程に従い業務を遂行することにより、業務の適正を確保しております。

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役は、法令・社内規則等を遵守することを宣言し、コンプライアンス体制の整備に

努めるものとする。重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発
見した場合には、コンプライアンス統括部門及び監査役に報告し、適切な対策を講じ
る。

② 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職
務執行を監査する。

③ 内部監査室は、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてその改善を
促す。

④ 通報者の保護を徹底した内部通報制度を充実する。
⑤ 反社会的勢力対応規程に基づき、反社会的勢力による不当要求に対し、警察及び警視庁
管内特殊暴力防止対策連合会とも連携し毅然と対応していく。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役は、議事録、会議録、稟議書、契約書、計算書類その他の重要な文書を関連資料
とともに保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

② 文書管理規程を整備し、情報を有効に活用する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 取締役は、リスク管理規程に基づき定期的にビジネスリスクを検討・評価し、損失のリ

スクの管理のため必要な体制（リスクの発見・情報伝達・評価・対応の仕組み等）の整
備・運用を行う。

② リスク管理統括部門は、全社のリスクを統括し、リスクの内容に応じて責任部署を設定
し、具体的な対応策を策定する。

③ 財務報告の正確性と信頼性を確保する観点から、関連する業務プロセスの特定及びリス
クの評価を行い、文書化並びに統制活動の実施状況を定期的に確認する。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、取締役の職務分掌を定め、各取締役が責任を持って担当する領域を明確に
する。各取締役は、各部門の事業計画及び予算申請を踏まえ、必要な経営資源の配分の
決定又は見直しを行い、当社全体の効率的な運営を確保する。

② 取締役及び使用人による意思決定と業務執行についての権限と責任を明確にするため、
職務権限及び職務分掌に関する規程を整備する。

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役は、使用人に対して法令・社内規則等の周知を図り、その遵守を徹底する。取締
役は、使用人の職務権限を定め、使用人の責任と権限を明確にし、以て業務執行の責任
体制を確立する。

② コンプライアンス統括部門は、従業員のコンプライアンス教育を実施し、コンプライア
ンスに係る相談ができる仕組みを作る。

③ リスク管理統括部門は、内部監査室と連携し、各部署の日常的な活動状況の監査を実施
する。

④ 法務部門は、当社の事業に適用される法令等を識別し、その内容を関連部署に周知徹底
する。

（6）次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」とい
う）における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握す
るため、必要に応じて関係会社会議の実施及び関係資料等の提出を求める。

・当社は子会社に対し、子会社がその経営成績、財務状況その他の重要な情報について
当社に報告するため、子会社の取締役会に当社の取締役又は使用人が出席することを
求める。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同
規程において子会社にリスク管理を行うことを求めるとともに、グループ全体のリス
クを網羅的・統括的に管理する。
・リスク管理統括部門は、子会社を含めたリスクを管理し、グループ全体のリスク管理
推進に関わる課題・対応策を審議する。
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③ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正か
つ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針及び運用方法を策定する。

・当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、取締役会非設置会社の選択を認めるな
ど、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子
会社にこれに準拠した体制を構築させる。

④ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
・当社は子会社に、その取締役及び使用人が当社の「企業倫理」に基づき、社会的な要
請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させる。
・当社は子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役を配置する体制を
構築させる。
・当社は子会社に、監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締
役の職務執行を監査する体制を構築させる。

・当社は子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を
図るため当社の内部通報制度を利用する体制を構築させる。

（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
監査役補助使用人の設置については、適材配置の視点から中期的な人事計画で検討するこ
ととし、当面は次のとおり対応する。
① 監査役並びに監査役会事務局の庶務事項は、管理本部内に専任スタッフを配置する。
② 監査補助業務は、監査役からの要請事案に関し、管理本部長の指示に基づき、管理本部

のスタッフが対応する。

（8）上記使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 管理本部長は、監査役からの監査補助業務の要請に対し、要員を確保し、監査役の指揮

下において当該業務に専任する。
② 管理本部スタッフによる監査補助業務の履行状況の評価は、監査役会が行い、管理本部

長に報告する。
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（9）監査役の上記使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取
締役及び使用人に周知徹底する。

（10）次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
① 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
・取締役は、監査役の取締役会をはじめとする重要な会議への出席権限を保証する。
・取締役及び使用人は、監査役に対し、業務又は財務に重大な影響を及ぼす恐れのある
法律上又は財務上の諸問題、規制当局からの命令その他著しい損害を及ぼす恐れのあ
る事実について、発見次第直ちに報告する。また、取締役及び使用人は、監査役から
その業務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに当該事項につき報告す
る。

② 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役
に報告をするための体制
・子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項ついて
報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
・子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社
に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の管
理本部へ報告を行うか、又は内部通報制度に基づいて通報する。
・当社内部監査室は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内
部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
・内部通報制度の担当部門は、当社グループの取締役、監査役及び使用人からの内部通
報の状況について、通報者の匿名性に必要な処置をしたうえで、定期的に当社取締
役、監査役及び取締役会に対して報告する。

　
（11）上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人に対し、当該
報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの
取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。
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（12）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
① 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、担当
部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必
要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

② 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設け
る。

（13）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的な会合をもつ。
② 監査役は、内部統制システムの有効性を評価するうえで、内部監査室及び会計監査人と
連携する。

③ 監査役は、会計監査人を監督するとともに、随時会計監査人より会計に関する報告を受
ける。

④ 監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタ
ントその他の外部アドバイザーを任用することができる。

⑤ 取締役は、監査役が必要と認めた重要な使用人に対する調査にも協力する。
　

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年４月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 9,425,534 流 動 負 債 2,854,622
現 金 及 び 預 金 3,740,339 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,185,712
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 2,139,938 １年内返済予定の長期借入金 344,140
有 価 証 券 50,157 リ ー ス 債 務 11,443
商 品 及 び 製 品 2,447,462 未 払 金 769,844
仕 掛 品 88,203 未 払 法 人 税 等 205,446
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 235,779 賞 与 引 当 金 23,950
繰 延 税 金 資 産 109,672 返 品 調 整 引 当 金 128,293
そ の 他 617,879 そ の 他 185,792
貸 倒 引 当 金 △3,899 固 定 負 債 703,131
固 定 資 産 870,243 長 期 借 入 金 690,742
有 形 固 定 資 産 500,686 リ ー ス 債 務 12,389
建 物 及 び 構 築 物 100,394
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 8,983
土 地 346,393 負 債 合 計 3,557,754
リ ー ス 資 産 15,746 （純 資 産 の 部）
建 設 仮 勘 定 18,048 株 主 資 本 6,730,472
そ の 他 11,120 資 本 金 1,813,796
無 形 固 定 資 産 212,017 資 本 剰 余 金 1,313,795
リ ー ス 資 産 6,385 利 益 剰 余 金 3,603,021
そ の 他 205,632 自 己 株 式 △140
投 資 そ の 他 の 資 産 157,539 その他の包括利益累計額 7,550
投 資 有 価 証 券 28,221 その他有価証券評価差額金 7,550
繰 延 税 金 資 産 27,609
そ の 他 101,708 純 資 産 合 計 6,738,023
資 産 合 計 10,295,777 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,295,777
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連 結 損 益 計 算 書
（平成

平成
26
27
年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 13,363,663
売 上 原 価 5,935,274
売 上 総 利 益 7,428,389

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,780,567
営 業 利 益 647,821

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,013
そ の 他 8,676 9,689

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20,114
支 払 保 証 料 660
為 替 差 損 111,003
売 上 割 引 5,408
そ の 他 5,605 142,792
経 常 利 益 514,718

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 10,559 10,559
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 504,159
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 212,697
法 人 税 等 調 整 額 △20,374 192,323
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 311,835
当 期 純 利 益 311,835
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連結株主資本等変動計算書
（平成

平成
26
27
年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
平 成 26 年 ５ 月 １ 日 残 高 1,813,796 1,313,795 3,501,236 △140 6,628,687
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △210,050 － △210,050
当 期 純 利 益 － － 311,835 － 311,835
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純 額） － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 101,785 － 101,785
平 成 27 年 ４月 30 日 残高 1,813,796 1,313,795 3,603,021 △140 6,730,472
　

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
その他の包括
利益累計額合計

平 成 26 年 ５ 月 １ 日 残 高 2,563 2,563 6,631,250
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △210,050
当 期 純 利 益 － － 311,835
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純 額） 4,986 4,986 4,986

連結会計年度中の変動額合計 4,986 4,986 106,772
平 成 27 年 ４月 30 日 残高 7,550 7,550 6,738,023
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連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に
関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 １社
連結子会社の名称 LABO WELL株式会社

２．会計処理基準に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定）
市場価格のないもの
移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、原材料、仕掛品
総平均法による原価法（貸借対照表価額に
ついては、収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）
貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額について
は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）

③ デリバティブ取引により生じる正味の債権及
び債務の評価基準及び評価方法
時価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物（建物附属設備を除く）に
ついては定額法）

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）につい
ては、社内における利用可能期間（５年）
に基づく定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係
るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 賞与引当金
当社は、従業員への賞与の支給に充てるた
め、支給見込額のうち当連結会計年度の負担
額を計上しております。

③ 返品調整引当金
当社は、連結会計年度末日後の返品による損
失に備えるため、過去の返品実績等に基づ
き、将来の返品による損失見込額を計上して
おります。

（4）その他連結計算書類作成のための基本となる重
要な事項
① 重要なヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっておりま
す。なお、振当処理の要件を満たしている為
替予約については振当処理によっておりま
す。

② 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
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（追加情報）
　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰
延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年

法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法
律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日
に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連
結会計年度から法人税等の引き下げ等が行われるこ
ととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰
延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来
の35.6％から、平成27年５月１日に開始する連結
会計年度に解消が見込まれる一時差異については
33.1％に、平成28年５月１日に開始する連結会計
年度に解消が見込まれる一時差異については32.3
％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延
税金負債の金額を控除した金額）は11,421千円減
少し、法人税等調整額が11,789千円、その他有価
証券評価差額金が368千円増加しております。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建物 70,229千円
土地 288,890千円
計 359,120千円

（2）担保に係る債務
支払手形（信用状） 321,970千円
１年内返済予定の長期借入金 105,538千円
長期借入金 172,844千円
計 600,352千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 469,064千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類
及び総数
普通株式 5,834,888株

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種 類

配当金
の総額
（千円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効 力
発生日

平成26年
７月25日
定時株主総会

普通株式 105,025 18.00平成26年４月30日
平成26年
７月28日

平成26年
12月12日
取締役会

普通株式 105,025 18.00平成26年10月31日
平成27年
１月９日

計 210,050 －

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、
配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成27年７月24日開催の定時株主総会の議案
として、普通株式の配当に関する事項を次のと
おり提案しております。

決議 株式の
種 類

配当金
の総額
（千 円）

配当の
原資

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効 力
発生日

平成27年７月24日
定時株主総会普通株式 105,025

利益剰
余金 18.00 平成27年４月30日 平成27年７月27日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については定期預金
を中心に、一部を安全性の高い投資信託にて運用
し、資金調達については、銀行借入等によってお
ります。
　デリバティブは借入金の金利変動リスク及び為
替変動リスクを回避するために利用しており、投
機的な取引は行わない方針であります。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管
理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客
の信用リスクについては、当社グループの与信管
理規程に従い、その低減を図っております。
　営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払
金は、１年以内に支払期日の到来するものであり
ます。このうち、外貨建ての営業債務に係る為替
の変動リスクについては、為替予約を利用してそ
の低減を図っております。
　借入金は主に営業取引に係る資金調達によるも
のであります。変動金利の借入金は金利の変動リ
スクに晒されておりますが、定期的に市場金利の
状況を把握することにより、金利変動リスクを管
理しております。
　なお、デリバティブ取引は資金管理規程等に従
い、実需の範囲内で行うこととしております。
　営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されて
おりますが、当社グループではグループ全体の資
金計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。

２．金融商品の時価等に関する事項
　平成27年４月30日（当期の連結決算日）におけ
る連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に
ついては、次のとおりであります。

連 結 貸 借
対 照 表
計 上 額
（千 円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（1）現金及び預金 3,740,339 3,740,339 －

（2）受 取 手 形
及 び 売 掛 金 2,139,938 2,139,938 －

（3）有価証券 50,157 50,157 －

（4）投資有価証券 28,221 28,221 －

資 産 計 5,958,656 5,958,656 －

（1）支 払 手 形
及 び 買 掛 金 1,185,712 1,185,712 －

（2）未払金 769,844 769,844 －

（3）長期借入金 1,034,882 1,039,222 4,339

負 債 計 2,990,439 2,994,779 4,339
（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関

する事項

資産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿
価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

（3）有価証券、（4）投資有価証券
　これらの時価については、株式は取引所の価
格、投資信託は公表されている基準価格又は取引
金融機関から提示された価格によっております。
負債
（1）支払手形及び買掛金、（2）未払金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿
価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

（3）長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額
を同様の新規調達を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,154円81銭
１株当たり当期純利益 53円44銭

（その他）
　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しておりま
す。
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貸 借 対 照 表
（平成27年４月30日現在）

（単位：千円）
　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 9,287,021 流 動 負 債 2,944,914
現 金 及 び 預 金 3,683,902 支 払 手 形 321,970
受 取 手 形 35,060 買 掛 金 956,241
売 掛 金 2,113,404 １年内返済予定の長期借入金 344,140
有 価 証 券 50,157 リ ー ス 債 務 11,443
商 品 及 び 製 品 2,373,635 未 払 金 769,324
仕 掛 品 88,203 未 払 費 用 42,025
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 235,779 未 払 法 人 税 等 205,411
前 渡 金 41,704 前 受 金 14,789
前 払 費 用 78,043 預 り 金 10,553
繰 延 税 金 資 産 105,431 賞 与 引 当 金 23,950
そ の 他 485,598 返 品 調 整 引 当 金 128,293
貸 倒 引 当 金 △3,899 そ の 他 116,770
固 定 資 産 903,854 固 定 負 債 703,131
有 形 固 定 資 産 500,681 長 期 借 入 金 690,742
建 物 100,213 リ ー ス 債 務 12,389
構 築 物 180
機 械 及 び 装 置 8,983
車 両 運 搬 具 0 負 債 合 計 3,648,045
工 具、 器 具 及 び 備 品 11,115 （純 資 産 の 部）
土 地 346,393 株 主 資 本 6,535,279
リ ー ス 資 産 15,746 資 本 金 1,813,796
建 設 仮 勘 定 18,048 資 本 剰 余 金 1,313,795
無 形 固 定 資 産 210,101 資 本 準 備 金 1,313,795
特 許 権 22,577 利 益 剰 余 金 3,407,828
ソ フ ト ウ エ ア 101,205 利 益 準 備 金 61,792
リ ー ス 資 産 6,385 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,346,036
そ の 他 79,932 別 途 積 立 金 5,500
投 資 そ の 他 の 資 産 193,071 繰 越 利 益 剰 余 金 3,340,536
投 資 有 価 証 券 28,221 自 己 株 式 △140
関 係 会 社 株 式 35,532 評 価 ・ 換 算 差 額 等 7,550
繰 延 税 金 資 産 27,609 その他有価証券評価差額金 7,550
そ の 他 101,708 純 資 産 合 計 6,542,830

資 産 合 計 10,190,876 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,190,876
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損 益 計 算 書
（平成

平成
26
27
年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 13,308,185
売 上 原 価 5,936,374
売 上 総 利 益 7,371,811

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,753,493
営 業 利 益 618,317

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,050
業 務 委 託 料 収 入 31,200
そ の 他 8,635 40,885

営 業 外 費 用
支 払 利 息 19,952
支 払 保 証 料 660
為 替 差 損 108,979
売 上 割 引 5,408
そ の 他 5,595 140,596
経 常 利 益 518,607

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 10,559 10,559
税 引 前 当 期 純 利 益 508,047
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 211,401
法 人 税 等 調 整 額 △19,018 192,383
当 期 純 利 益 315,664
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株主資本等変動計算書
（平成

平成
26
27
年
年
５
４
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
平成26年５月１日残高 1,813,796 1,313,795 1,313,795 61,792 5,500 3,234,922 3,302,214
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － － △210,050 △210,050
当 期 純 利 益 － － － － － 315,664 315,664
株主資本以外の
項目の当期変動額(純額) － － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 105,613 105,613
平成27年４月30日残高 1,813,796 1,313,795 1,313,795 61,792 5,500 3,340,536 3,407,828
　

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成26年５月１日残高 △140 6,429,665 2,563 2,563 6,432,229
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － △210,050 － － △210,050
当 期 純 利 益 － 315,664 － － 315,664
株主資本以外の
項目の当期変動額(純額) － － 4,986 4,986 4,986

当 期 変 動 額 合 計 － 105,613 4,986 4,986 110,600
平成27年４月30日残高 △140 6,535,279 7,550 7,550 6,542,830
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
市場価格のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）
市場価格のないもの
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品、製品、原材料、仕掛品
総平均法による原価法（貸借対照表価額につ
いては、収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

② 貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額について
は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）

（3）デリバティブ取引により生じる正味の債権及び
債務の評価基準及び評価方法
時価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）について
は定額法）

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法によっております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、支給見込
額のうち当事業年度の負担額を計上しておりま
す。

（3）返品調整引当金
事業年度末日後の返品による損失に備えるた
め、過去の返品実績等に基づき、将来の返品に
よる損失見込額を計上しております。

４．その他の計算書類作成のための基本となる重要な
事項

（1）重要なヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約
については振当処理によっております。

（2）消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
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（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建物 70,229千円
土地 288,890千円
計 359,120千円

（2）担保に係る債務
支払手形（信用状） 321,970千円
１年内返済予定の長期借入金 105,538千円
長期借入金 172,844千円
計 600,352千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 468,849千円

３．関係会社に対する金銭債権及び債務
短期金銭債権 13,335千円
短期金銭債務 115,660千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 123,344千円
仕入高 223,047千円
販売費及び一般管理費 6,000千円
営業取引以外の取引による取引高
業務委託料収入 31,200千円
受取利息 57千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度
期首株式数
(株)

当事業年度
増加株式数
(株)

当事業年度
減少株式数
(株)

当事業年度
末株式数
(株)

普通株式 152 － － 152

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳
繰延税金資産（流動）
未払事業税 15,984千円
賞与引当金 7,927千円
返品調整引当金 42,464千円
一括償却資産 279千円
貸倒引当金 1,290千円
棚卸資産評価損 9,050千円
前払費用 17,015千円
その他 11,418千円
繰延税金資産（流動）合計 105,431千円
繰延税金資産（流動）の純額 105,431千円

繰延税金資産（固定）
減価償却超過額 287千円
資産除去債務 7,127千円
長期前払費用 22,554千円
その他 1,249千円
繰延税金資産（固定）合計 31,218千円
繰延税金負債（固定）
その他有価証券評価差額金 3,608千円

繰延税金負債（固定）合計 3,608千円
繰延税金資産（固定）の純額 27,609千円
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２．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延
税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27
年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正す
る法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３
月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開
始する事業年度から法人税等の引き下げ等が行わ
れることとなりました。これに伴い、繰延税金資
産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税
率は、従来の35.6％から、平成27年５月１日に
開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に
ついては33.1％に、平成28年５月１日に開始す
る事業年度に解消が見込まれる一時差異について
は32.3％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰
延税金負債の金額を控除した金額）は10,907千
円減少し、法人税等調整額が11,276千円、その
他有価証券評価差額金が368千円増加しておりま
す。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,121円36銭
１株当たり当期純利益 54円10銭

（その他）
　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しておりま
す。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

平成27年６月16日
ヤーマン株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 斎 藤 昇 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 篠 﨑 和 博 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 川 村 英 紀 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ヤーマン株式会社の平成26年５月１日から平成
27年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ヤーマン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

平成27年６月16日
ヤーマン株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 斎 藤 昇 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 篠 﨑 和 博 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 川 村 英 紀 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ヤーマン株式会社の平成26年５月１日か
ら平成27年４月30日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年５月１日から平成27年４月30日までの第41期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部統制部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取
締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条
第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基
づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲
げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま
した。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容及びその運用状況は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められませんが、今後とも継続的な構築及び運用の改善が重要であると考えておりま
す。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年６月22日
ヤーマン株式会社 監査役会

常勤社外監査役 岩 﨑 榮 治 ㊞
社 外 監 査 役 山 田 勝 利 ㊞
社 外 監 査 役 亀 岡 義 一 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件
　当期の期末配当につきましては、今後の事業展開及び内部留保の状況等を踏まえ、株主の皆
様への利益還元の観点から、次のとおりとさせていただきたく存じます。
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金18円 総額105,025,248円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年７月27日

第２号議案　定款一部変更の件
（1）提案の理由
① 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する
ため、現行定款第22条に定める取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。
また、これに伴い、任期の調整に関する同条第２項を削除するものであります。

② 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行さ
れ、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限
定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、
その期待される役割が十分発揮されることを確保するため、第30条（取締役との責任限
定契約）を新設すると共に、現行定款第39条を変更案第40条（監査役との責任限定契約）
に変更するものであります。
　なお、定款第30条の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
③ その他、条文の新設に伴い必要となる条数の繰り下げを行うものであります。

（2）変更の内容
　現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。
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（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案
（任期）
第22条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。

（任期）
第22条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。

２. 増員または補欠として選任された取締役の任期
は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

（削除）

（新設） （取締役との責任限定契約）
第30条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に
より、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）
との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関
し、法令で定める額を限度として責任を負担する旨の
契約を締結することができる。

第30条～第38条 （記載省略） 第31条～第39条 （現行のとおり）

（社外監査役との責任限定契約）
第39条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に
より、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる
損害賠償責任に関し、法令で定める額を限度として責
任を負担する旨の契約を締結することができる。

（監査役との責任限定契約）
第40条 当会社は、会社法第427条第１項の規定に
より、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害
賠償責任に関し、法令で定める額を限度として責任を
負担する旨の契約を締結することができる。

（補欠監査役）
第40条 （記載省略）
２．補欠監査役の選任決議の定足数は、第31条の規
定を準用する。
３． （記載省略）
４． （記載省略）

（補欠監査役）
第41条 （記載省略）
２．補欠監査役の選任決議の定足数は、第32条の規
定を準用する。
３． （記載省略）
４． （記載省略）

第41条～第48条 （記載省略） 第42条～第49条 （現行のとおり）

事業報告書 2015年06月26日 17時10分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



― 37 ―

第３号議案　取締役６名選任の件
　取締役 山﨑貴三代氏、伊藤千保美氏、山﨑岩男氏、髙橋満氏及び宮﨑昌也氏は、本総会終
結の時をもって任期満了となりますので、山﨑貴三代氏、伊藤千保美氏、山﨑岩男氏、宮﨑昌
也氏及び繁野径子氏の選任をお願いいたしたいと存じます。
　また、取締役 戸田正太氏は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され
ますと、取締役の任期が短縮され、本総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴
い、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、戸田正
太氏の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
並びに重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

１ 山
やま
　 﨑

ざき
　 貴 三 代

き み よ

（昭和36年２月９日生）

昭和58年４月 当社入社
昭和59年５月 マーケティングマネージャー
昭和61年７月 取締役マーケティングマネージャー就任
平成元年12月 山﨑商会株式会社（カーマン株式会社へ商

号変更）代表取締役就任
平成５年５月 取締役海外業務部長就任
平成11年２月 代表取締役社長就任（現任）
平成27年２月 YA-MAN U.S.A Ltd代表取締役社長就任

（現任）
平成27年５月 LABO WELL株式会社代表取締役社長就

任（現任）
（重要な兼職の状況）
YA-MAN U.S.A Ltd代表取締役社長
LABO WELL株式会社代表取締役社長

620,460株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
並びに重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

２ 伊
い
　 藤

とう
　 千 保 美

ち ほ み

（昭和34年９月15日生）

昭和57年４月 当社入社
昭和59年５月 社長室室長
平成元年４月 取締役就任
平成11年２月 取締役副社長就任
平成20年５月 取締役副社長第三健康機器事業部長就任
平成22年５月 取締役副社長営業本部長兼先端電子事業部

長就任
平成22年11月 取締役副社長営業本部長兼先端電子事業部

長兼第五健康機器事業部長就任
平成24年５月 取締役副社長営業本部長兼第五健康機器事

業部長就任
平成24年11月 取締役副社長営業本部長就任（現任）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

42,960株

３ 山
やま
　 﨑

ざき
　 岩

いわ
　 男

お

（昭和30年４月25日生）

昭和56年４月 当社入社
昭和58年６月 取締役チケン研究所（現開発本部）所長就

任
平成10年１月 知研株式会社（現LABO WELL株式会社）

代表取締役就任
平成19年７月 専務執行役員就任
平成20年１月 取締役開発本部長兼品質管理部長就任
平成20年10月 取締役開発本部長兼開発企画部長兼品質管

理部長就任
平成20年12月 取締役開発本部長兼開発企画部長就任
平成21年８月 取締役開発本部長就任
平成22年７月 取締役開発本部長兼生産技術部長就任
平成26年12月 取締役開発本部長就任（現任）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

147,360株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
並びに重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

４ 宮
みや
　 﨑

ざき
　 昌

まさ
　 也

や

（昭和50年11月22日生）

平成８年８月 当社入社
平成12年12月 経理部課長
平成20年１月 取締役管理本部長兼経理部長就任
平成20年２月 LABO WELL株式会社取締役就任（現任）
平成20年10月 取締役管理本部長兼企画管理部長就任
平成21年６月 LABOWELL CORPORATION取締役就任
平成22年１月 取締役管理本部長就任（現任）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

2,000株

５ 戸
と
　 田

だ
　 正

しょう
　 太

た

（昭和52年12月30日生）

平成13年４月 当社入社
平成14年７月 健康機器事業部第一部部長就任
平成20年１月 執行役員第二健康機器事業部長就任
平成22年５月 執行役員営業本部第二健康機器事業部長就

任
平成22年７月 取締役営業本部第二健康機器事業部長就任

（現任）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

4,800株

６
※

繁
しげ
　 野

の
　 径

みち
　 子

こ

（昭和44年４月23日生）

平成５年12月 大原簿記学校会計士科入社
平成11年１月 繁野径子公認会計士事務所開業
平成19年１月 ひなた監査法人設立 社員就任
平成22年２月 同監査法人 代表社員就任（現任）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

―

　

（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
（注）２．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
（注）３．繁野径子氏は社外取締役候補者であります。
（注）４．繁野径子氏が取締役に就任した場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員となる予定です。
（注）５．社外取締役としての選任理由は以下のとおりであります。

繁野径子氏は、過去に取締役として会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士の資
格を有しており、財務会計の高い知見と幅広い経験を有することから当社の社外取締役に適任であ
ると判断し、選任をお願いするものであります。

（注）６．繁野径子氏が取締役に就任した場合、当社は、第２号議案の承認可決を条件として、候補者との間
で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額としております。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　本総会開始の時をもって、平成26年７月25日開催の第40回定時株主総会において選任いた
だいた補欠監査役 小嶋一美氏の選任の効力が失効いたしますので、法令に定める監査役の員
数を欠くことになる場合に備え、あらためて補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

小
こ
　 嶋

じま
　 一

かず
　 美

み

（昭和25年11月９日生）

昭和61年５月 株式会社パルコ入社
平成８年３月 同社管理本部経理財務局経理部長
平成９年５月 同社取締役管理本部財務局長
平成15年５月 同社取締役兼常務執行役企画室長
平成19年３月 同社取締役兼専務執行役経理・財務局長
平成24年３月 同社専務執行役財務/IR部担当
平成25年５月 株式会社市進ホールディングス常勤監査役
平成27年５月 株式会社市進ホールディングス非常勤監査役（現

任）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

―株

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
（注）２．小嶋一美氏は補欠の社外監査役候補者であります。
（注）３．小嶋一美氏が監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員となる予定です。
（注）４．社外監査役としての選任理由は以下のとおりであります。

小嶋一美氏は、株式会社パルコ取締役、株式会社市進ホールディングス監査役等の役職を歴任して
おり、会社経営に関する豊富な実務経験と幅広い見識を有していることから当社の社外監査役に適
任であると判断し、選任をお願いするものであります。

（注）５．小嶋一美氏が監査役に就任した場合、当社は候補者との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

以 上
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定時株主総会会場ご案内図
会　場　　東京都江東区東陽六丁目３番３号

ホテル　イースト21東京　１階「イースト21ホール」
電話　03-5683-5683（代表）

交　通　　東京メトロ東西線　東陽町駅（１番出口）より徒歩約７分
東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線　住吉駅より
　　　　　都営バス<東22>で約10分 豊住橋（東京イースト21）下車
JR総武線　錦糸町駅より
　　　　　都営バス<東22>で約15分 豊住橋（東京イースト21）下車
※９時から９時45分の間送迎バスをご用意しております。
　（東陽町駅１番出口そば、マクドナルド前）
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